
高
額
療
養
費
・
高
額
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

同
じ
人
が
同
月
内
に
、
同
じ
医
療
機
関
に
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
の
合
計
が
高
額
に
な
っ
た

と
き
は
、
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
は
高
額
療
養
費
（
老
人

保
健
の
場
合
は
高
額
医
療
費
）
と
し
て
後
日
支

給
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
、
医
療
機
関
に
支
払
う
窓
口

負
担
の
限
度
額
（
自
己
負
担
限
度
額
）
が
一
部

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。（
７
ペ
ー
ジ
下
表
）

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
高
齢
者
の

自
己
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す

70
歳
以
上
ま
た
は
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け

る
人
の
う
ち
、
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
は

医
療
機
関
に
支
払
う
自
己
負
担
割
合
が
２
割
か

ら
３
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

所
得
判
定
基
準
が
変
わ
り
ま
す

（
平
成
18
年
８
月
１
日
か
ら
）

70
歳
以
上
ま
た
は
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け

る
人
は
、
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
割
合
な
ど

が
異
な
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
「
一
定
以
上
の

所
得
者
」
お
よ
び
「
低
所
得
Ｉ
」
の
判
定
基
準

が
変
わ
り
ま
す
。

な
お
、「
低
所
得
Ⅰ
」
お
よ
び
「
低
所
得
Ⅱ
」

の
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
の
前
期
高
齢
者
】

①
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人

同
じ
世
帯
に
、
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円

以
上
の
「
70
歳
以
上
の
人
ま
た
は
老
人
保
健

で
医
療
を
受
け
る
人
（
国
保
被
保
険
者
に
限

る
）」
が
い
る
人(

老
人
保
健
の
場
合
は
、
国

保
被
保
険
者
に
限
り
ま
せ
ん)

②
低
所
得
Ⅱ

同
じ
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険

者
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る
人
。(

老
人
保

健
の
場
合
は
、
国
保
被
保
険
者
に
限
ら
ず
世

帯
全
員
と
な
り
ま
す)

③
低
所
得
Ⅰ

同
じ
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険

者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
必
要
経
費
・
控
除

（
年
金
所
得
は
控
除
額
を
80
万
円
と
し
て
計

算
）
を
差
し
引
い
た
場
合
、
そ
の
世
帯
の
各

所
得
が
０
円
に
な
る
人
。(

老
人
保
健
の
場

合
は
国
保
被
保
険
者
に
限
ら
ず
世
帯
全
員
と

な
り
ま
す)

所
得
区
分
が
変
わ
る
人
に
は

経
過
措
置
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
平
成
18
年
８
月
か
ら
２
年
間
）

①
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

今
回
の
見
直
し
・
廃
止
に
よ
り
、
新
た
に

「
一
定
以
上
の
所
得
者
」
に
な
っ
た
人
に
つ

い
て
は
「
課
税
所
得
145
万
円
以
上
213
万
円
未

満
」
の
人
、
ま
た
は
「
年
収
が
高
齢
者
複
数

世
帯
で
520
万
円
以
上
621
万
円
未
満
、
高
齢
者

単
身
世
帯
で
383
万
円
以
上
484
万
円
未
満
」
の

人
で
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
医
療
費

が
高
額
に
な
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度
額

に
つ
い
て
「
一
定
以
上
所
得
者
」
で
は
な
く

「
一
般
」
の
限
度
額
を
適
用
し
ま
す
。

②
住
民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止に伴

う
経
過
措
置

老
年
者
に
か
か
る
住
民
税
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
よ
り
、
世
帯
員
の
う
ち
一
部
が
課
税

者
に
な
る
が
非
課
税
者
が
い
る
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
、
非
課
税
の
人
に
つ
い
て
は
医
療

費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度

額
及
び
食
事
標
準
負
担
額
は
「
低
所
得
Ⅱ
」

の
限
度
額
を
適
用
し
ま
す
。
な
お
、
老
齢
福

祉
年
金
受
給
者
に
つ
い
て
は
「
低
所
得
Ⅰ
」

の
限
度
額
を
適
用
し
ま
す
。

出
産
育
児
一
時
金
が
変
わ
り
ま
す

少
子
高
齢
化
対
策
の
一
環
で
、
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
受
け
ら
れ
る

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
額
が
、
10
月
１
日
か

ら
、
現
行
の
30
万
円
に
対
し
て
35
万
円
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

人
工
透
析
を
要
す
る
上
位
所
得
者
の

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

高
額
の
治
療
を
長
期
間
継
続
し
行
う
必
要
が

あ
る
疾
病
に
つ
い
て
、
１
ヵ
月
の
自
己
負
担
限

度
額
が
１
万
円
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

慢
性
腎
不
全
に
よ
り
人
工
透
析
を
要
す
る
上
位

所
得
者
（
月
収
53
万
円
以
上
）
に
つ
い
て
は
、

限
度
額
が
２
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

療
養
病
床
に
入
院
す
る
場
合
の

食
費
・
居
住
費
の
自
己
負
担
額

が
変
わ
り
ま
す

（
療
養
病
床
に
入
院
す
る
70
歳
以
上
の
人
）

療
養
病
床
に
入
院
す
る
70
歳
以
上
の
人
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
食
材
料
費
相
当
に
あ
た
る

費
用
を
自
己
負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の

改
正
で
食
費
（
食
材
料
費
・
調
理
コ
ス
ト
相
当

額
）
と
居
住
費
（
光
熱
水
費
相
当
額
）
を
自
己

負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

所
得
の
低
い
人
に
つ
い
て
は
自
己
負
担
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
脊
髄
損
傷
な
ど
や
難

病
等
の
人
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
食
材
料

費
相
当
の
み
の
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

入
院
時
の
食
事
代
減
額
に
は

申
請
が
必
要
で
す

入
院
時
の
食
事
代
は
、
医
療
費
と
は
別
に
１

食
当
た
り
の
標
準
負
担
額
を
自
己
負
担
し
ま

す
。住
民
税
非
課
税
世
帯
等
の
人
に
つ
い
て
は
、

自
己
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
人
は
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
人
に
つ
い
て

は
市
民
課
年
金
医
療
係
、
老
人
保
健
以
外
の
国

民
健
康
保
険
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
人
は
市
民

課
国
民
健
康
保
険
係
、
ま
た
は
各
総
合
支
所
市

民
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
人

市
民
課
年
金
医
療
係
　
　

TEL
23
‐
１
１
２
９

国
民
健
康
保
険
で
医
療
を
受
け
る
人

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

TEL
23
‐
１
１
３
０


